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取組に当たっては、ハローワークが関係機関と連携しながら支援いたします。 

お気軽にご相談ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク秋田の 

各種情報はこちら↓ 

 

月刊ハローワーク通信 
ハローワーク秋田のイベント･情報などを紹介する広報紙です 

≪2024.9 月号≫ 

                                                     発行：〒010-0065 秋田市茨島 1-12-16 

                         ハローワーク秋田（電話 018-864-4111）                             

     当所へ電話でお問い合わせの際は、部門コード（問い合わせ先右端の【】内） 

を押してください。 

。 

 

 

 
障害者が活躍できる職場づくりのために 

障害者が活躍できる職場環境の整備や適正な雇用管理 のため事業主が行うことが

望ましい取組のポイントにつ いてのリーフレットを参考に していただき 、障害者が

活躍できる職場づくりの取組をお願いします。  

（望ましい取組事例の一例） 

☺業務の選定に当たっては、①「季節ごとや繁忙期等に発生する定型業務」、②「できれば行いたいが、手がま

わらずできないままになっている業務」、③「行わなければならないが、後回しになりがちな業務」等の観点で業務

を抽出し、企業の業務の合理化を図りつつ、障害者の特性に合った作業を選定している例も見られます。 

 ☺障害者が働きやすいように職場環境の見直し（部品の配置場所の整理など）を行ったことで他の従業員も作

業しやすくなり、企業全体の労働生産性が向上。 

 ☺障害者雇用への取組をきっかけに社内全体のコミュニケーションが活発化し、組織内の心理的安全性が向

上し組織環境が改善、さらに顧客サービスの質も向上。 

障害のある方の特性を強みとして捉え、事業活動に貢献できるような活躍の場を提供することは、雇用す

る企業にとっても貴重な労働力や戦力の確保につながります。 

また、障害のある方が能力を発揮し、活躍できるよう、職場環境の改善やコミュニケーションの活性化、必

要な能力の開発を図ることにより、多くの従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられるだけで

はなく、企業全体の生産性向上やマネジメント力強化にも結びつきます。 

◆リーフレット（詳細）は、厚生労働省 HP↓からダウンロードできます◆ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html 

＞事業主の方へ 

＞事業主に望まれること 

＞２．障害者が能力を発揮して活躍し、成長し続けることができる職場作りのポイント 

【厚労省 HP】 

 厚生労働省では、障害者雇用ビジネス（※１）実施事業者やその利用企業の実態把握を行っています。 

明らかに法令に反する事例は確認されていませんが、障害者雇用促進法の趣旨に照らして疑義が残る事例等が 

あった一方で、能力開発・向上につながる事例もみられ（※２）、これらを踏まえ上記を作成しています。 

※１ 障害者の就業場所となる施設・設備（農園、サテライトオフィス等）及び障害者の業務の提供を行う事業 

※２ 令和５年４月時点 

https:// www.mhlw.go.jp/content/11704000/001087755.pdf 

 

 

【参考資料】 
【参考資料】 

障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
http://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001087755.pdf
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秋田新卒応援ハローワークでは、学校を卒業し入社した１～３年目の在職者の方

を対象に、秋田で働く同世代の交流の場「若者交流サロン」を開催します。  

◆参加対象 

   新規学校卒業者として就職後３年以内で、 

   ハローワーク秋田・男鹿管内の事業所に在職中の方 

◆内  容 

  ・他社に勤務する同世代の方々との情報交換 

  ・仕事にまつわる体験などをテーマとしたグループ交流 

  ・ミニセミナー（モチベーションの維持、職場での付き合い方等） 

◆定  員 

   先着２０名 

※企業名などが他の参加者に伝わることはありませんので、 

 安心してご参加ください。 

 

開催日時  令和６年 10 月９日（水）14:00～16:00 

  場  所  秋田総合生活文化会館・美術館（アトリオン）   

        地下１階  多目的ホール 

                    ※ 専用駐車場はございませんのでご了承願います。 

 

前回の参加者の声 

  ・他社の同年代の方と話せる貴重な機会で、とても楽しかった。 

  ・ミスは誰にでもあることだと感じ、不安が解消された。 

申し込み方法の詳細は 

次のページへ 

若者交流サロンに参加してみませんか？ 
参加費無料！ 

服装自由！ 
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いつも月刊ハローワーク通信をご覧いただきありがとうございます。 

いつでも皆さまにご覧いただけるよう１０月号（１０月１日発行）からは、 

郵送に替えてハローワーク秋田ホームページに掲載いたします。 

 ハローワーク秋田 ホームページ 

 
検索 

●申し込み方法 

  秋田新卒応援ハローワーク あて （ＦＡＸ不可） 

メールアドレス hwakita-salon@mhlw.go.jp  

（当イベント専用アドレスとなります） 

 

  メール本文に下記の必要事項を記載のうえ、お申し込みください。 

   

 

 

 

 

＊参加人数は１社につき最大３名までとさせていただきます。 

＊参加対象については個別の相談に応じます。 

 

  メールを確認出来ましたら、お申し込みいただいたメールアドレスに 

  参加可否、当日の注意事項などを返信いたします。 

 

●申込締め切り 

  令和６年９月 27 日（金） 

  ＊定員（20 名）になり次第締め切りますのでご了承ください。 

① 事業所名 

② 電話番号 

③ 担当者氏名 

④参加者氏名（フリガナ）・勤続年数 

 

学卒求人に関するお問い合わせは、 

秋田新卒応援ハローワーク 
秋田市中通２－３－８ アトリオン３階  

（ハローワークプラザアトリオン内） 電話：０１８-８３６-７８２０ 

月・水・金 9：00～17：15 火・木 9：00～18：30 第２・４土曜

曜 

※いずれも日・祝除く 10：00～17：00 

 前ページからの続き 
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今年度の開催実績 
６月３０日（日）東京都 浜松町 

・来場者６７名  

・出展企業８１社  

・企業面談数（延べ）１９０件 

 

８月１２日（月）秋田市･アルヴェ 

・来場者１５９名  

・出展企業１１６社  

・企業面談数（延べ）３４７件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02年度 03年度 04年度 05年度 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5 06.6 06.7

有効求人数 8,822 9,080 8,395 8,169 7,814 7,919 7,818 8,409 8,357 7,773 7,958 8,567 8,707 8,214 7,948 7,768 7,719

有効求職者数 6,480 6,217 5,982 5,887 5,732 5,651 5,621 5,668 5,542 5,400 5,575 6,069 6,342 6,283 6,385 6,200 5,912

求人倍率（秋田所） 1.36 1.46 1.40 1.39 1.36 1.40 1.39 1.48 1.51 1.44 1.43 1.41 1.37 1.31 1.24 1.25 1.31

求人倍率（秋田県） 1.28 1.49 1.49 1.32 1.34 1.34 1.31 1.32 1.29 1.28 1.28 1.27 1.31 1.32 1.30 1.24 1.24
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■有効求人倍率（全数）の推移

秋田所（原数値）

秋田県（季節調整値）

概況（全数） 
   〇有効求人倍率は、1.31倍と前年同月比で 0.05ポイント低下。 
    
 1 求人の動向 
   〇新規求人数は、3,034人と前年同月比で 21.9％増加。 

・サービス業（他に分類されないもの）は減少、宿泊業,飲食サービス業、 

情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業等大多数の産業は増加。 

  〇有効求人数は、7,719人と前年同月比で 1.2 ％減少。  

 
２ 求職者の動向 
   〇新規求職者数は、1,226人と前年同月比で 13.0％増加。 
   ・フルタイム求職者が 11.5％増加、パート求職者も 16.1％増加。 
    ・事業主都合離職者（常用）が２か月ぶりに増加。 
   〇有効求職者数は、5,912人と前年同月比で 3.1％増加。 
  

ハローワーク秋田 雇用の動き（令和６年７月）

【主な産業の新規求人数】 

“A ターン支援”あきた就職フェア   
県内企業と秋田で就職を希望する方とのマッチングイベント 

１０月２７日（日） 東京都 浜松町 

１２月３０日（月） 秋田市 アルヴェ 

 ２月 ９日（日） 東京都 浜松町 

【メニュー】 

○県内企業多数出展 

○就職・移住相談 

○職業適性診断 

 

○企業 PRタイム 

○市町村移住相談 

○公務 

○業界・団体ブース 

 

あきた就職フェア  

特設サイト 

お問い合わせ先：秋田県ふるさと定住機構 ＴＥＬ：０１８－８２６－１７３１ 
主催：秋田県・秋田労働局・秋田市、公益財団法人秋田県ふるさと定住機構 

・入場無料 

・服装自由 

・来場特典有り 

増減率

(%)

増減数

(人)

D 建設業 268 6.8 17

Ｅ製造業 151 16.2 21

G情報通信業 39 85.7 18

Ｈ運輸業,郵便業 151 36.0 40

 Ｉ 卸売業,小売業 596 26.8 126

J金融業,保険業 56 21.7 10

Ｍ宿泊業,飲食サービス業 399 140.4 233

Ｐ医療,福祉 579 5.3 29

Ｒサービス業（他に分類されないもの） 496 ▲ 3.5 ▲ 18

S・T　公務、その他 76 117.1 41

全産業合計 3034 21.9 546

主な産業 求人数

前年同月比


